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議案等の名称　　　　　　　　　議員名議案
番号
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建
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谷
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清

齊
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芳
久

０１７○○○○○○○○○○○○○議長○○○○可決
議案第３３号鶴ヶ島市女性センター条例の一部を
改正する条例に対する修正案

０１７○○○○○○○○○○○○○議長○○○○可決
鶴ヶ島市女性センター条例の一部を改正する条
例について（修正部分を除く原案）

第３３号

０１７○○○○○○○○○○○○○議長○○○○可決
鶴ヶ島市職員の勤務時間、休日及び休暇に関す
る条例の一部を改正する条例について

第３４号

０１７○○○○○○○○○○○○○議長○○○○可決職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について第３５号

２１５○○○○○○○××○○○○議長○○○○可決鶴ヶ島市税条例の一部を改正する条例について第３６号

０１７○○○○○○○○○○○○○議長○○○○可決埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について第３７号

０１７○○○○○○○○○○○○○議長○○○○可決
彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地
方公共団体の数の減少について

第３８号

０１７○○○○○○○○○○○○○議長○○○○可決
埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方
公共団体の数の減少について

第３９号

０１７○○○○○○○○○○○○○議長○○○○可決平成２２年度鶴ヶ島市一般会計補正予算（第２号）について第４０号

１０６×○○×
棄
権

○○○○××××議長××××不採択
東京電力（株）の『西上武幹線新設計画』における新町三丁目
付近の計画について関係機関への意見書提出に関する請願

請願
第２号

５１１○○○×
除
斥

××××○○○○議長○○○○可決田口幸央議員の辞職勧告に関する決議について
決議案
第１号

��������	
	�������指名推選により、坂戸地区衛生組合議会議員に宮�弘子議員が当選しました。

の
施
設
及
び
附
属
設
備
の
使
用
に
関
す

る
こ
と
。」
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、

女
性
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
明
確
に
し
、

わ
か
り
や
す
い
条
例
と
し
ま
し
た
。
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国
家
公
務
員
に
お
い
て
子
の
看
護
の

た
め
の
休
暇
期
間
等
の
拡
充
、
介
護
の

た
め
の
短
期
の
休
暇
制
度
が
導
入
さ
れ

る
た
め
、
職
員
の
特
別
休
暇
に
つ
い
て

も
同
様
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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共
働
き
世
帯
の
増
加
に
伴
い
、
子
育

て
環
境
の
整
備
が
喫
緊
の
課
題
で
す
。

　

改
正
内
容
は
、
配
偶
者
が
育
児
休
業

中
の
職
員
に
も
育
児
休
業
取
得
を
可
能

と
す
る
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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５
月　

日
に
行
っ
た

１９

事
務
折
衝
の
中
で
、
委
員
長
に
説

明
し
、
了
解
を
も
ら
っ
て
い
る
。
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地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
及

び
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申

告
書
の
提
出
、
市
た
ば
こ
税
率
の
引
上

げ
、
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲

渡
に
係
る
市
民
税
の
所
得
計
算
の
特
例

等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

議案第３４号議案第３５号
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議案第３６号
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会
審
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委
員
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審
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女
性
セ
ン
タ
ー

は
、
女
性
労
働
者
及
び
勤
労
者
家

庭
の
女
性
を
対
象
と
し
た
施
設
と
し
て

設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
労
働
省
か
ら
の

補
助
金
を
受
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

今
後
は
、
男
女
共
同
参
画
推
進
の
拠

点
施
設
と
し
て
い
く
が
、
女
性
の
地
位

向
上
が
遅
れ
て
い
る
た
め
、「
女
性
の

総
合
的
な
支
援
」
の
文
言
を
入
れ
た
。
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男
女
共
同
参
画

を
推
進
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
を

認
識
す
る
こ
と
で
よ
い
。
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条
文
の
バ
ラ
ン

ス
上
入
れ
て
い
な
い
が
、
入
れ
て

も
差
し
支
え
な
い
。

※
こ
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
付
託
し
た

総
務
常
任
委
員
会
で
修
正
案
が
提
出
さ

れ
、
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い
て
可
決

し
ま
し
た
。
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第
２
条
の
業
務
に
「
女
性
セ
ン
タ
ー

議案第３３号
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